
【　会計別予算規模及び補正予算の概要　】

（単位：千円、％）

当初予算額

(A)

前回までの補正額
(肉付予算額)

(B)

現計予算額
(肉付後予算額)

(C)=(A)+(B)

9月補正額

(D)

9月補正後
予算額
(C)+(D)

増減率
(D)/(C)

25,089,750 679,410 25,769,160 885,665 26,654,825 3.4

8,591,816 0 8,591,816 215,290 8,807,106 2.5

33,681,566 679,410 34,360,976 1,100,955 35,461,931 3.2

7,342,543 8,000 7,350,543 63,717 7,414,260 0.9

41,024,109 687,410 41,711,519 1,164,672 42,876,191 2.8

※公営企業会計（水道事業、下水道事業、工業用水、市民病院会計）は、収益的（３条）支出予算額、資本的（４条）支出予算額の合計額を計上しています。

■令和５年度９月補正予算について

・今回の補正予算は、一般会計及び介護保険事業特別会計のほか８つの特別会計・公営企業会計です。
・一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出にそれぞれ８億８，５６６万５千円を追加し、補正後の予算額を

　２６６億５，４８２万５千円とするものであり、繰越金、普通交付税等の確定額、４月人事異動に伴う人件費補正、
　国・県の補助事業の活用等に伴う関係事業費及び６月末からの梅雨前線豪雨による災害復旧事業を主なものとして編成して
　おり、主な補正内容は、下記表のとおりです。
・特別会計における補正予算は、それぞれの特別会計において、繰越金の確定や繰入金等の補正による歳入予算の補正及び
　４月人事異動に伴う人件費及び事業推進に必要な経費の歳出予算の補正が主な理由です。

予算額の状況

区　　　分

令和５年度予算総額

備考

一般会計 ①

特別会計 ②

小計 （①+②）

公営企業会計 ③

合計（①+②+③）
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◎ 一般会計補正予算（第３号）の主要事業

予算額

2
(3,672,009)

▲45,545
3,626,464

3
(6,381,873)

32,308
6,414,181

4
(2,305,867)

45,066
2,350,933

6
(1,426,623)

▲3,710
1,422,913

8
(2,787,698)

▲24,315
2,763,383

土木費

　・都市再生整備計画策定事業　＜ 0 + 2,250 = 2,250 ＞　　　　                   　【まちづくり推進課】
　　国東町鶴川及び安国寺地区に設定した居住誘導区域内において、子育て世帯に対する魅力づくりや居住誘導の
　　環境整備を推進するために策定した都市再生整備計画について、事業の優先順位や内容の変更が必要となった
　　ことから、計画の見直しを行います。

民生費
・地域介護・福祉空間整備事業　＜ 0 + 23,160 = 23,160 ＞　　　　　　　　　　　　【高齢者支援課】
　災害による停電・断水時にも利用者の安心・安全を確保できるよう、グループホームなど３つの介護施設に対し、
　非常用自家発電設備の整備費用を補助します。

衛生費

農林水産業費

　・国見保健福祉センター改修事業　＜ 6,633 + 12,903 = 19,536 ＞　　　　　　　　　  【医療保健課】
　　経年劣化に伴い、国見保健福祉センターの自家用電気工作物（キュービクル）を更新します。

　・母子保健事業　＜ 19,148 + 968 = 20,116 ＞　　　　　　　　　　　　                    【医療保健課】
　　安心して妊娠・出産できる環境を整備するため、新たに、妊産婦が健診や出産時に市外の医療機関へ通院する際に
　　要した交通費などを助成します。

　・女性就農者確保対策事業　＜ 0 + 1,500 = 1,500 ＞　　　　　　　　　　　                 　【農政課】
　　女性就農者が働きやすい労働環境の充実を図り、女性の就農・雇用を促進させることを目的に、作業施設の
　　整備支援を行う本事業により、トイレを設置する農業経営体に対し整備費用を助成します。

　・食品企業連携産地拡大推進事業　＜ 2,000 + 750 = 2,750 ＞　　　　　　　　                【農政課】
　　農業者と食品企業等が連携した商品開発や製造拡大に対し支援する本事業により、加工用たまねぎ栽培の規模
　　拡大に取組む農業生産法人に対し、事業の拡大に必要な資材費などの助成を行います。

　・林業就業環境改善事業　＜ 0 + 513 = 513 ＞　　　　　　　　　　　　　               【林業水産課】
　　林内作業における作業効率及び安全性の向上のため、認定事業体に対し、立木や丸太の大きさを測定しデータを
　　記録・管理を可能とする電子輪尺や林木の効率的な伐倒作業を行うための機械式くさびの購入費を補助します。

　　　（単位：千円）

款番号　及び　名称 主な内容　＜既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額＞【担当課】

総務費

　・防犯対策費　＜ 4,438 + 623 = 5,061 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【総務課】
　　児童・生徒の見守りのため、先行して設置した安岐地区に加え、国見地区・国東地区・武蔵地区に１か所ずつ、
　　防犯カメラを設置します。

　・戸籍システム標準化事業　＜ 0 + 2,112 = 2,112 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　【市民健康課】
　　国が推し進める戸籍システムの標準化のため、本市のシステムを国の示す標準仕様に適合させる移行作業として、
　　現行データの精査作業を行います。
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9
(943,854)

20,812
964,666

10
(3,524,739)

▲6,529
3,518,210

11 災害復旧費
(44,900)

90,500
135,400

13
(940,985)

768,418
1,709,403

消防費

教育費

　・農地災害復旧事業　＜ 10,000 + 10,700 = 20,700 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　【農政課】
　　６月末から７月初旬にかけての梅雨前線豪雨により被災した農地（７箇所）の復旧を行います。
　　　田：安岐町山浦、安岐町山口
　　　畑：国見町櫛海、国見町鬼籠、国東町深江、国東町下成仏、国東町浜崎

　・農業用施設災害復旧事業　＜ 10,000 + 34,000 = 44,000 ＞　　　　　　　　　　　　　【農政課】
　　６月末から７月初旬にかけての梅雨前線豪雨により被災した用排水路や農業用道路などの農業用施設（７施設）の
　　復旧を行います。
　　　水路：国見町小熊毛、国東町下成仏、武蔵町三井寺、安岐町山浦、安岐町山口
　　　農道：国東町小原　　　　頭首工：国見町野田

　・道路橋梁災害復旧事業　＜ 15,400 + 44,200 = 59,600 ＞　　　　　　　　　　　　　　【建設課】
　　６月末から７月初旬にかけての梅雨前線豪雨により被災した市道（７路線）の復旧を行います。
　　　中村１号幹線(ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｶﾝｾﾝ)（国見町中）　　被災延長：L=10m
　　　影線(ｶｹﾞｾﾝ)　　　　　　　　  （国見町大熊毛）被災延長：L= 6m
　　　内迫線(ｳﾁｻｺｾﾝ)　　　　    　 （国見町大熊毛）被災延長：L=10m
　　　狩又堅来線(ｶﾘﾏﾀｶﾀｸｾﾝ)          （国東町東堅来）被災延長：L=10m
　　　小畑赤根線(ｵﾊﾞﾀｹｱｶﾈｾﾝ)          (国東町赤松）　被災延長：L= 5m
　　　立野横谷線(ﾀﾂﾉﾖｺﾀﾆｾﾝ)          （国東町川原）　被災延長：L= 3m
　　　川原吉木線(ｶﾜﾗﾖｼｷｾﾝ)　        （国東町川原）　被災延長：L= 8m
　
　・河川災害復旧費　＜ 7,500 + 1,600 = 9,100 ＞　　　　　　　　　　　　　　  　　　　【建設課】
　　６月末から７月初旬にかけての梅雨前線豪雨により被災した河川（１箇所）の復旧を行います。
　　　前谷川（安岐町吉松）：倒木及び土砂流入

諸支出金

　・減債基金　＜ 6,443 + 270,000 = 276,443 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【財政課】
　　地方財政法の規定により令和４年度一般会計の決算剰余金の2分の1以上の額を減債基金に積み立てます。

　・公営企業資金運用基金事業（市民病院事業分）　＜ 5,012 + 500,000 = 505,012 ＞　    【会計課】
　　国東市民病院から受け入れた資金を一括運用に向けて基金に積み立てます。

※予算額欄の上段（　　）は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

　・消防団員安全装備品整備等助成事業　＜ 0 + 799 = 799 ＞　　　　　　　               【消防本部】
　　消防団員等の共済制度を担う機関である消防団員等公務災害補償等共済基金からの助成により、消防団全４０部
　　に、防火用長靴を１足ずつ配備します。

　・図書購入寄附金事業　＜ 0 + 187 = 187 ＞　　　　　　　　　　　　　　　              【図書館】
　　図書館の本の購入のために、令和４年度に納付された寄附金を財源に、図書を購入します。

　・体育施設費　＜ 19,998 + 1,060 = 21,058 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　  【社会教育課】
　　スポーツの推進と合宿誘致の促進を目的に、市内外の硬式野球部やトップアスリートの利用の多い国東野球場に
　　おいて、施設の充実を図るため、練習で使用するバッティングケージを更新します。
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○一般会計補正予算（第３号）の財源

予算額

10
(13,194)

64
13,258

11
(8,009,000)

364,490
8,373,490

13
(235,410)

2,570
237,980

14
(264,740)

470
265,210

15
(2,782,711)

41,169
2,823,880

16
(1,508,635)

37,200
1,545,835

19
(3,064,420)
▲514,020
2,550,400

繰入金

・財政調整基金繰入金　＜ 1,683,158 + △514,225 = 1,168,933 ＞
・地域振興基金繰入金（図書館費寄附金分）　＜ 0 + 180 = 180 ＞
・地域振興基金繰入金（一般分附金分）　＜ 0 + 19 = 19 ＞
・介護保険特別会計繰入金　＜ 2,476 + 6 = 2,482 ＞

使用料及び手数料 ・幼稚園使用料（現年度分・同級他団体使用料）　＜ 0 + 470 = 470 ＞

国庫支出金
・河川等災害復旧費負担金（道路）　＜ 0 + 18,009 = 18,009 ＞
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金　＜ 0 + 23,160 = 23,160 ＞

県支出金

・現年発生農業災害復旧費負担金（農地）　＜ 0 + 7,490 = 7,490 ＞
・現年発生農業災害復旧費負担金（農業用施設）　＜ 0 + 25,500 = 25,500 ＞
・介護サービス基盤整備事業費補助金　＜25,170 + 2,250 = 27,420 ＞
・妊産婦健診等支援事業費補助金　＜ 0 + 404 = 404 ＞
・高生産性水田農業強化対策事業費補助金　＜ 0 + 1,125 = 1,125 ＞
・食品企業連携産地拡大推進事業費補助金　＜ 0 + 750 = 750 ＞
・女性就農者確保対策事業費補助金　＜ 0 + 750 = 750 ＞
・農業経営高度化支援・経営体育成土地利用調整事業費補助金　＜ 0 + 1,200 = 1,200 ＞
・農地利用効率化等支援交付金事業費補助金　＜ 8,981 + △2,524 = 6,457 ＞
・大分県林業担い手対策関係事業費補助金　＜ 0 + 255 = 255 ＞

地方特例交付金 ・地方特例交付金　＜ 12,038 + 64 = 12,102 ＞

地方交付税 ・普通交付税　　＜ 7,389,000 + 364,490 = 7,753,490 ＞

分担金及び負担金
・現年発生農業災害復旧事業費分担金（農地）　＜ 0 + 1,070 = 1,070 ＞
・現年発生農業災害復旧事業費分担金（農業用施設）　＜ 0 + 1,500 = 1,500 ＞

款番号　及び　名称 主な内容　＜既決予算額+今回予算補正額=補正後予算額＞

　（単位：千円）
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20
(200,000)

339,865
539,865

21
(184,517)

572,134
756,651

22
(3,354,500)

41,723
3,396,223

市債

・合併特例事業債（国見保健福祉センター改修事業）　＜ 5,800 + 12,700 = 18,500 ＞
・合併特例事業債（橋梁長寿命化事業）　＜ 86,500 + 2,800 = 89,300 ＞
・現年発生補助災害復旧事業債（道路橋梁災害復旧事業）　＜ 0 + 8,900 = 8,900 ＞
・臨時財政対策債　＜ 40,000 + 17,323 = 57,323 ＞

※予算額欄の上段（　　）は既決予算額、中段は今回補正予算額、下段は補正後予算額です。

繰越金 ・繰越金　　＜ 200,000 + 339,865 = 539,865 ＞

諸収入

・広域連合療養給付費負担金返還金　＜ 0 + 69,224 = 69,224 ＞
・消防団員安全装備品整備事業助成金　＜ 0 + 798 = 798 ＞
・デジタル基盤改革支援事業費補助金　＜ 0 + 2,112 = 2,112 ＞
・公営企業及び外郭団体資金運用基金運用業務受託事業収入（市民病院事業分）　＜ 0 + 500,000 = 500,000 ＞
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